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 吸収分割に関する事前開示事項 

 

2021 年９月９日 

 

横浜ゴム株式会社 

代表取締役社長 山石 昌孝 

 

 

横浜ゴム株式会社（以下「当社」といいます。）は、シーカ・ハマタイト株式会社（以

下「承継会社」といいます。）との間において、2021 年 6 月 28 日付けで吸収分割契約書

（以下「本吸収分割契約」といいます。）を締結し、2021 年 11 月 1 日をもって、本吸収分

割契約に基づき、当社のハマタイト事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる

吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行う予定です。本吸収分割に関する会社

法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 183条に定める事前開示事項は、次のとおりです。 

 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1 項第 2 号） 

 

別紙 1 をご参照ください。 

 

2. 会社法第 758 条第 4 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施

行規則第 183 条第 1 号） 

 

本吸収分割に際し、承継会社は、その普通株式 100 株を当社に対して交付します。交

付株式数は、当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることを踏まえて当社

と承継会社との協議により決定したものであり、相当であると判断しております。ま

た、本吸収分割により承継会社の資本金及び準備金の額は増加しません。 

 

3. 会社法第 758 条第 8 号に掲げる事項を定めた場合における、同法第 171 条第 1 項各号

又は同法第 454 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第

2 号） 

 

該当事項はありません。 

 

4. 会社法第 758 条第 5 号及び第 6 号に掲げる事項を定めた場合における、当該事項につ

いての定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 3 号） 

 

該当事項はありません。 
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5. 吸収分割承継会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第 4 号） 

 

(1) 成立の日における貸借対照表の内容（会社法施行規則第 183 条第 4 号イ） 

 

別紙 2 をご参照ください。 

 

(2) 成立の日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算

書類等の内容（会社法施行規則第 183 条第 4 号ロ） 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 成立の日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重

要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法施行規則第 183 条第 4

号ハ） 

 

① 第三者割当増資 

承継会社は、2021 年 6 月 16 日付けで第三者増資を行い、当社がその全額を引き受け、

承継会社の資本金が 3 億円増加しております。 

 

  ② 当社と日本シーカ株式会社との株式譲渡契約の締結 

当社は日本シーカ株式会社との間で、2021 年 6 月 28 日付けで、2021 年 11 月 1 日を譲

渡実行予定日として、当社が保有する承継会社の発行済株式の全部を日本シーカ株式

会社に譲渡することを内容とする株式譲渡契約（SHARE PURCHASE AGREEMENT）

を締結いたしました。 

 

6. 吸収分割株式会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

（会社法施行規則第 183 条第 5 号イ） 

 

① 固定資産の譲渡 

当社は、2021 年 3 月 29 日付けで当社が保有する固定資産（浜ゴムビル本館）を譲渡

し、208 億円の譲渡益を得ております。 

 

  ② 当社と Sika AG との当社グループのハマタイト事業の譲渡に関する契約及び当社

と日本シーカ株式会社との株式譲渡契約の締結 

当社は、Sika AG との間で、2021 年 4 月 28 日付けで、2021 年 11 月 1 日を譲渡実行予
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定日として、当社グループのハマタイト事業を Sika AG の日本、米国、中国及びタイ

の 各 子 会 社 に 譲 渡 す る こ と を 内 容 と す る 契 約 （ SALE AND PURCHASE 

AGREEMENT）を締結いたしました。そして、上記契約に基づき、当社は日本シーカ

株式会社との間で、2021 年 6 月 28 日付けで、2021 年 11 月 1 日を譲渡実行予定日とし

て、当社が保有する承継会社の発行済株式の全部を日本シーカ株式会社に譲渡するこ

とを内容とする株式譲渡契約（SHARE PURCHASE AGREEMENT）を締結いたしまし

た。 

 

7. 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継会

社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6 号） 

 

(1) 吸収分割株式会社の債務の履行の見込みに関する事項 

 

当社の最終事業年度に係る貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ

610,877 百万円及び 291,425 百万円です。当社の最終事業年度の末日から本書面作

成日に至るまで、当社の資産及び負債の額に重大な変動をもたらす事象は、上記

6 を除いて生じておらず、本吸収分割の効力発生日までにそのような事象が発生

することも本書面作成日において想定されておりません。 

また、本吸収分割の効力発生日以後の当社の資産の金額は、本吸収分割の効力発

生日以後の当社の負債の金額を大幅に上回る予定です。 

さらに、本吸収分割の効力発生日以後の当社の収益及びキャッシュフローの状況

について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は、本書面作成日において予測

されておりません。 

以上より、本吸収分割の効力発生日以後においても、当社の資産の額は負債の額

を十分に上回る見込みであり、当社の負担する債務の履行の見込みがあるものと

判断しました。 

 

(2) 吸収分割承継会社が承継する債務の履行の見込みに関する事項 

 

承継会社の成立の日（2021 年 5 月 20 日）の貸借対照表における資産及び負債の額

は、それぞれ 1 千万円及び 0 円です。承継会社の成立の日から本書面作成日に至

るまで、承継会社の資産及び負債の額に重大な変動をもたらす事象は、上記 5(3)

を除いて生じておらず、本吸収分割の効力発生日までにそのような事象が発生す

ることも本書面作成日において想定されておりません。 

また、本吸収分割によって当社が承継会社に承継させる予定の資産の金額は、本

吸収分割によって当社が承継会社に承継させる予定の負債の金額を大幅に上回り

ます。 
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さらに、本吸収分割の効力発生日以後の承継会社の収益及びキャッシュフローの

状況について承継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、本書面作成日

において予測されておりません。 

以上より、本吸収分割の効力発生日以後においても、承継会社の資産の額は負債

の額を十分に上回る見込みであり、承継会社の債務の履行の見込みがあるものと

判断しました。 

 

以  上 









































































 

 

別紙 2 

 

吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表 

 

   (百万円) 

科目 金額 科目 金額 

(資 産 の 部)  (純 資 産 の 部)  

流 動 資  産 10 株 主 資 本 10 

現 金 及 び 預 金 10 資 本 金 10 

    

  純 資 産 合 計 10 

資  産  合  計 10 負債純資産合計 10 

 


